
（平成２１年２月２５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 15 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 6 件

年金記録確認岩手地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



岩手国民年金 事案 375 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和 37 年５月から 39 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年５月から 39 年６月まで 

    当時、私は、夫が会社を退職した後、夫と一緒に国民年金の加入手続を

して、納付組織の集金で夫婦一緒に納付していたので、未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間当時、申立人の夫が会社を退職した後、申立人と申立 

人の夫の国民年金への加入手続を一緒に行ったとしているところ、社会保険 

庁のオンライン記録及びＡ市保管の国民年金被保険者名簿によると、国民年 

金手帳記号番号は夫婦連番で払い出され、夫婦共に昭和 37 年５月１日に資格 

取得していることが確認でき、夫婦一緒に国民年金への加入手続をしたとす 

る主張と符合する。 

 また、申立人は、国民年金に加入したときから、申立人の夫の保険料と一 

緒に納付組織の班長が来たときに申立人自身が毎月納付していたとしている 

ところ、申立期間当時の集金方法及び当時納付していたとする保険料額の記 

憶が具体的かつ鮮明であり、Ａ市保管の申立人の夫の国民年金被保険者名簿 

によると、申立期間を含む昭和 37 年５月から 61 年３月まで保険料は納付さ 

れていることが確認でき、申立期間についてどちらか一方だけが納付してい 

たとすることは不自然である。 

 さらに、申立人は、申立人自身の厚生年金保険と国民年金への加入の切替

手続をその都度適切に行っている上、申立期間以外は納付済みとなっており、

年金制度への理解が深く、納付意識も高かったものと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年 

金保険料を納付していたものと認められる。 



岩手国民年金 事案 382 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年４月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年４月から 46 年３月まで 

    昭和 36 年４月ごろ、当時の集金人の勧誘により国民年金加入手続を行っ

た。その後、同じ集金人が私、妻及び弟の保険料を集金に来ており、私は

仕事で不在がちだったため主に私の母が保険料を納付していた。43 年 11

月 30 日にＡ市Ｂ町（現在は、同市Ｃ町）に引っ越してからも、母が納付し

ていたのに未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市Ｂ町に転居する前の申立人の家族の国民年金保険料は、申

立人の母が集金人に納付していたとしており、申立人宅の集金を行っていた

当時の集金人の娘の証言と合致する。 

また、申立人の国民年金保険料は、市保管の国民年金被保険者票によると、

納付日が確認できる昭和 36 年４月から 55 年９月までのうち、申立期間後の

昭和 47 年、52 年及び 54 年の各１月から３月までの期間は過年度納付され、

それ以外の期間は、すべて現年度納付されていることから、申立人の母が基

本的には集金人に納付し、時には銀行に納付していたとする申立人の主張は

基本的に信用できる。 

さらに、申立期間を除く申立人の国民年金保険料はすべて納付済みとなっ

ており、申立人の保険料を納付していたとする申立人の母の納付意識は高か

ったものと考えられ、申立期間の保険料のみが未納となっているのは不自然

である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



岩手国民年金 事案 383 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年４月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年４月から 46 年３月まで 

    昭和 36 年４月ごろ、当時の集金人の勧誘により国民年金加入手続を行っ

た。その後、同じ集金人が私、夫及び夫の弟の保険料を集金に来ており、

私は仕事で不在がちだったため主に義母が保険料を納付していた。43 年 11

月 30 日にＡ市Ｂ町（現在は、同市Ｃ町）に引っ越してからも、義母が納付

していたのに未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市Ｂ町に転居する前の申立人の家族の国民年金保険料は、申

立人の義母が集金人に納付していたとしており、申立人宅の集金を行ってい

た当時の集金人の娘の証言と合致する。 

また、申立人の国民年金保険料は、市保管の国民年金被保険者票によると、

納付日が確認できる昭和 36 年４月から 55 年９月までのうち、申立期間後の

昭和 47 年、52 年及び 54 年の各１月から３月までの期間は過年度納付され、

それ以外の期間は、すべて現年度納付されていることから、申立人の義母が

基本的には集金人に納付し、時には銀行に納付していたとする申立人の主張

は基本的に信用できる。 

さらに、申立期間を除く申立人の国民年金保険料はすべて納付済みとなっ

ており、申立人の保険料を納付していたとする申立人の義母の納付意識は高

かったものと考えられ、申立期間の保険料のみが未納となっているのは不自

然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



岩手厚生年金 事案 246 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ営業所Ｄ

工場における資格取得日に係る記録を昭和 21 年９月２日に、資格喪失日に係

る記録を昭和 22 年９月１日とし、21 年９月から 22 年５月までの標準報酬月額

を 270 円、22 年６月から同年８月までの標準報酬月額を 600 円とすることが必

要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 21 年９月２日から 22 年９月１日まで 

    私は、昭和 21 年９月２日から 22 年８月 31 日までＡ社Ｃ営業所Ｄ工場に

勤務していた。 

しかし、社会保険庁の記録によると、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無いとされた。申立期間について、厚生年金保険被保険者として認めてほ

しい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言及びＢ社が保管している健康保険厚生年金保険被保険者台

帳から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 21 年 9 月２日に

同社Ｅ営業所から同社Ｃ営業所Ｄ工場に異動し、22 年 9 月１日に同工場から同

社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の記録から、昭

和 21 年９月から 22 年５月までは 270 円、22 年６月から同年８月までは 600 円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立期間の健康

保険厚生年金保険被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、申

立人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない。また、仮に、



事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後

被保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届も提出されているにもか

かわらず、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しないと

は考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出

は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 21 年９

月から 22 年８月までの保険料の納入の告知を行っておらず、事業主は、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  

 



                      

  

岩手国民年金 事案 376 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年９月から 62 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年９月から 62 年６月まで 

    申立期間の国民年金保険料は納付していたはずである。未納となってい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、当初自分で納付していた国民年金保険料が未納となっているの

は納得できないとしていたが、その後、自分では納付しておらず、保険料は

主に妻が納付したかもしれないと述べ、さらには、保険料を誰が納付したの

か分からないとするなど主張が変遷しており、保険料を納付したとする申立

人の妻も、申立期間の保険料を納付した記憶は無いとしているなど、保険料

の納付状況が不明である。 

また、申立人は、当初申立期間を昭和 61 年９月から 62 年３月までとして

おり、申立人は、62 年４月から同年６月までの期間は保険料を納付していな

かったとしていたが、申立人の妻が、景気が良かったので、納付していない

はずはないと記憶していることから、61 年９月から 62 年６月までに変更し

ており、申立内容に一貫性がない。 

さらに、申立人はＡ市以外に住所の異動が無いなど、昭和 60 年５月に払い

出された国民年金手帳記号番号と別の手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間について保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

岩手国民年金 事案 377 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年９月から 62 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61 年９月から 62 年６月まで 

    昭和 60 年３月に夫が退職し、自営業を始め２年弱は景気が良かった。未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人自身は、申立期間の国民年金保険料を、二人分の保険料は自分では

納付しておらず、申立人の夫が納付していたと思うとしており、申立人は保

険料の納付に関与していないとしている。 

また、申立人の夫は、当初自分で納付していた保険料が未納となっている

のは納得できないとしていたが、その後、自分では納付しておらず、保険料

は主に申立人が納付したかもしれないと述べ、さらには、保険料を誰が納付

したのか分からないとするなど主張が変遷しており、申立期間の保険料の納

付状況が不明である。 

さらに、申立人はＡ市以外に住所の異動が無いなど、昭和 54 年 10 月に払

い出された国民年金手帳記号番号と別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間について保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

岩手国民年金 事案 378 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年２月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年２月から同年 10 月まで 

    当時、私の父が、私の年金加入を厚生年金保険から国民年金に変えて、

国民年金保険料を納めていたので、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の父が国民年金への加入手続及び国民年金保険料の納付

を行っていたとしているが、申立人自身は直接関与しておらず、申立人の父

は既に他界しており、具体的な加入手続及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立人は、保険料を納付する切符を地区の係の人が持って来たとし

ているが、申立期間当時のものか分からないとし、切符の中身も見たことが

無いとするほか、申立期間当時の保険料月額も分からないとしているなど、

保険料を納付していたことを裏付ける具体的な供述が得られない。 

さらに、申立人は、申立期間について申立人の父が、申立人の結婚前の国

民年金への加入手続をして保険料を納付していたとすることを申立ての根拠

としているが、ほかの加入すべき期間が複数あり、申立期間のみ加入して納

付していたとする合理的な説明が得られなかった。 

加えて、申立人は、Ａ町（現在は、Ｂ市）以外に住民票の異動が無いなど、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

   その上、申立人が申立期間について保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。



                      

  

岩手国民年金 事案 379  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年 10 月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年 10 月から 44 年３月まで 

    私は、中学卒業後、大工の修業して一人前になり、働いたお金は全額親

に渡していた。両親が私の国民年金も納付していたと思っていたため、未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の両親が国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付

を行っていたと思っていたとしているが、当時、申立人の国民年金の加入手

続及び保険料納付について両親から聞いたかどうかは覚えていないとしてお

り、具体的な納付状況等が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 45 年５月４日に払い出されて

おり、その時点で、申立期間 54 か月のうち、39 年 10 月から 43 年３月まで

の 42 か月の保険料は時効のため、納付できない。 

さらに、申立人が 20 歳になる前から他市町村への住民票の異動が無いなど、

別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間について保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

なお、申立人の両親に係る特殊台帳によると、当初、いずれも昭和 39 年度

の８か月、40 年度及び 41 年度の保険料は免除されていたことが確認できる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

岩手国民年金 事案 380 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年９月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年９月 

    昭和 58 年９月末で会社を辞めたので 10 月に役場に行き、国民年金の加

入手続を行い保険料を納めた。未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 58 年９月末で会社を退職したので、同年の 10 月中にＡ町

(現在は、Ｂ市)役場で国民年金の加入手続を行い、保険料を納付したと主張

しているが、社会保険庁のオンライン記録によると、厚生年金保険の資格喪

失は昭和 58 年９月 30 日となっていることから、申立人は、同年９月 29 日

付けで会社を退職したこととなる。 

   また、申立人の国民年金の資格取得は、昭和 58 年 10 月１日となっている

が、申立人は、正式に退職した日は明確には覚えていないとしており、役場

で国民年金の加入手続を行う際、退職証明書等は持たずに手続したとしてい

ることなどから、申立期間は未加入期間となり、保険料の納付書は発行され

なかったものと考えられる。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

岩手国民年金 事案 381 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年１月から 47 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年１月から 47 年７月まで 

    会社を辞めた後、義母が、国民年金の加入手続を行い地区のＡ婦人会を

通じて保険料を納めていた。未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の義母が、国民年金の加入手続を行い地区の婦人会を通

じて国民年金保険料を納付していたと主張しているが、加入手続及び保険料

の納付について申立人自身が関与しておらず、手続等を行ったとする申立人

の義母は他界しており、国民年金への加入及び納付についての具体的な状況

が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年９月に払い出されて

おり、この時点で申立期間の大半は過年度保険料となるため、現年度保険料

のみを集金する婦人会では納付することができない。           

   さらに、申立人は、申立人の夫が厚生年金保険の被保険者であるため、国

民年金は任意加入者となり、制度上、加入手続を行った日から被保険者資格

を取得することとなることから、さかのぼって保険料を納付することはでき

ない。 

   加えて、申立人は、Ｂ市以外に住所を移動したことは無いとしているなど

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

   その上、申立人が申立期間について保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

岩手国民年金 事案 384 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から 50 年３月まで 

昭和 48 年１月に結婚し、48 年４月以降の国民年金保険料は納税貯蓄組

合の会計担当に妻の保険料と一緒に納付した。妻のみが納付してあり、私

の分が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、結婚後の昭和 48 年４月以降の国民年金保険料は申立人の妻の保

険料と一緒に納付したとしているが、Ａ町保管の国民年金被保険者名簿によ

ると、申立期間直後の昭和 50 年度及び 51 年度の保険料については申立人の

妻の保険料は現年度納付されているものの、申立人の保険料は昭和 52 年５月

27 日に過年度納付されており、48 年４月以降は申立人の妻の保険料と一緒に

納付したとする申立人の主張とは符合しない。 

また、申立人は結婚後、納税貯蓄組合に保険料を納付したと主張している

が、昭和 50 年度及び 51 年度の保険料を過年度納付しており、制度上、過年

度保険料は納税貯蓄組合では納付できないことから申立人の主張は合理的で

ない。 

さらに、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

岩手国民年金 事案 385 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年 11 月、46 年２月から同年３月までの期間及び 47 年８

月の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45 年 11 月 

             ② 昭和 46 年２月から同年３月まで 

             ③ 昭和 47 年８月 

    私は、昭和 36 年４月から 57 年５月までの国民年金保険料を、厚生年金

保険の加入期間も含めて全期間洩れることなく納付した。申立期間の国民

年金保険料についても納付しているはずであり、未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は、いずれも厚生年金保険の被保険者資格喪失後であり、申立人

は、国民年金への加入手続が必要となるが、申立人は当該手続を行っていな

いとしており、市保管の国民年金被保険者名簿においても、申立期間に係る

申立人の記録は未加入期間となっていることから、申立人は申立期間に係る

国民年金保険料を納付することができなかったものと考えられる。 

また、申立人は国民年金制度が開始された昭和 36 年４月以降、Ａ市から住

所を移動していないなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、昭和 36 年４月から 57 年５月までの国民年金保険料を、

厚生年金保険の加入期間も含めて全期間洩れることなく納付したと主張して

いるが、申立てどおりに申立人の国民年金保険料を全期間納付していたとし



                      

  

た場合、その間４度あった厚生年金保険被保険者期間の国民年金保険料は還

付されることとなる。しかし、社会保険事務所保管の特殊台帳によると、申

立人が厚生年金保険の被保険者となった 39 年６月から同年 12 月までの期間

及び 40 年４月から 45 年２月までの期間については還付されているが、申立

期間を含む 45 年７月以降の３度の厚生年金保険被保険者期間については還付

された記録が無く、全期間洩れることなく納付したとする申立人の主張は合

理的でない。 

加えて、申立人が申立期間について保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

岩手国民年金 事案 386 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 40 年３月まで 

国民年金開始当初は、Ａ市Ｂ町で集金人に国民年金保険料を納めていた。

その時は、お腹に長男がいたのではっきりと記憶している。未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の長男がお腹にいる時に保険料の納付を開始したと主張

しているが、申立人の長男は昭和 35 年 12 月に生まれており、国民年金保険

料の納付は 36 年４月に開始されていることから納付できない時期である。 

また、国民年金保険料の納付を開始した当時は申立人の元夫の保険料と一

緒に納付していたとしているが、市保管の国民年金被保険者名簿によると、

申立人の元夫についても申立期間に係る保険料は未納となっている。 

さらに、申立人は、昭和 35 年 11 月に結婚した当初からＡ市Ｂ町に居住し

ており、Ｂ町の集金人に国民年金保険料を納付したとしているが、申立人が

同市Ｃ町から同市Ｂ町に住民票を移したのは 40 年７月であり、Ａ市によると、

Ｂ町の集金人が他の行政区の住民の集金を行うとは考え難いとしていること

から申立期間の保険料をＢ町の集金人に納付したとする申立人の主張は合理

的でない。 

加えて、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



岩手厚生年金 事案 247 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30 年１月１日から同年７月１日まで 

申 立 期 間 ： ② 昭和 30 年７月１日から 34 年３月６日まで 

社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立期間については脱退手

当金が支給済みであり、厚生年金保険の被保険者期間とはならないとのこと

だった。 

しかし、私は脱退手当金を請求した覚えはなく、受け取った覚えも無いの

で、納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の脱退手当金については、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に

係る厚生年金保険資格喪失日から約３か月後の昭和 34 年６月 26 日に支給され

ているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立事業所において、申立人の厚生年金保険資格喪失日の前後であ

る昭和 33 年１月から 35 年 12 月までの３年間に資格喪失した女性被保険者で

あって、退職時に２年以上の被保険者期間のある３名すべてに脱退手当金の支

給記録があり、支給決定日が申立人と同日の者が１名、他の１名が申立人の支

給決定日の約１か月前であることから、申立人についてもその委任に基づき事

業主による代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



岩手厚生年金 事案 248 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29 年３月 29 日から 33 年３月 19 日まで 

申立期間については脱退手当金が支給済みであるとのことだが、私は請求

手続をしていないし、脱退手当金を受け取った覚えが無いので、納得できな

い。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立事業所において、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日の前後であ

る昭和 31 年１月から 35 年 12 月までの５年間に資格喪失した女性被保険者で

あって、退職時に２年以上の被保険者期間のある 22 名のうち 12 名に脱退手当

金の支給記録があり、うち８名について資格喪失日の約６か月以内に脱退手当

金の支給決定がなされている上、当時は通算年金制度創設前であったことを踏

まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされ

た可能性が高いものと考えられる。 

   また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る厚生年金保険資格喪失日から約５か月後の昭和 33 年９月２日に支給されて

いるほか、申立人の被保険者名簿には、脱退手当金が支給されたことを示す

「脱」の表示が記されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 

 



岩手厚生年金 事案 249 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 53 年６月から 54 年５月まで 

申 立 期 間 ： ② 昭和 54 年６月から 55 年５月まで 

申 立 期 間 ： ③ 昭和 55 年６月から 56 年 5 月 20 日まで 

申 立 期 間 ： ④ 昭和 56 年９月から 57 年３月まで    

私は、申立期間①についてはＡ社に勤務し、申立期間②についてはＢ社に

勤務し、申立期間③についてはＣ社のＤ支店とＥ支店に勤務し、申立期間④

についてはＦ社のＧ支店に勤務していた。勤務していたことを示す証拠書類

を提出するので、厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る申立期間①については、同社が保管している従業員名簿及び申立

人から提出のあった同社からの給与振込が記録された預金通帳により、申立人

が申立期間のうち昭和 53 年７月 24 日から 54 年１月６日までの期間について

勤務していたことは確認できる。 

しかし、当該事業所は、昭和 54 年９月１日に厚生年金保険の適用事業所と

なっており、申立期間当時は厚生年金保険の適用事業所ではないほか、当該事

業所は「申立期間当時は厚生年金保険の適用事業所ではなかったので、従業員

の給与から厚生年金保険料を控除していない」と回答している。 

   Ｂ社に係る申立期間②については、社会保険庁の記録によると、申立人が事

業所の所在地として供述したＨ市において、同社が厚生年金保険の適用事業所

として存在した記録が無く、同社と名称が類似する事業所についても適用事業

所として見当たらない。 

   さらに、申立人は同僚の氏名を覚えておらず、申立内容を裏付ける関連資料、

証言を得ることはできなかった。 

Ｃ社（現在は、Ｉ社）に係る申立期間③については、申立人から提出のあっ

た同社に係る健康保険被保険者証に記載された資格取得年月日が、社会保険庁



のオンライン記録及び雇用保険の加入記録と一致しているほか、社会保険事務

所が保管している同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認したが、

申立期間に係る健康保険の整理番号に欠番や乱れは無い。 

   また、申立人に係る勤務実態や厚生年金保険の適用について、Ｉ社に照会し

たが、当時の資料は既に廃棄されており、これらの事実を確認できる関連資料

や証言を得ることができなかった。 

 さらに、元同僚からも申立内容を裏付ける関連資料や証言を得ることはでき

なかった。 

   Ｆ社に係る申立期間④については、同社は昭和 57 年１月 16 日に全喪してお

り、申立期間のうち 57 年１月 17 日から同年３月 31 日までの期間は適用事業

所ではない。 

また、申立人に係る勤務実態や厚生年金保険の適用について元事業主に照会

したが、当時の資料は既に廃棄されており、これらの事実を確認できる関連資

料や証言を得ることができなかった。 

さらに、元同僚からも申立内容を裏付ける関連資料や証言を得ることはでき

なかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



岩手厚生年金 事案 250 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険 

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 39 年 11 月 23 日から 41 年６月１日まで 

私は、昭和 32 年ごろから 42 年 10 月７日まで、Ａ社Ｂ出張所に継続して

勤務していたが、申立期間について厚生年金保険の記録が無かった。会社を

辞めた記憶が無いので、給与明細書等の資料は無いが、厚生年金保険被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ出張所は昭和 56 年 12 月１日に全喪していることから、Ａ社に、申立

人に係る勤務実態や厚生年金保険の適用について照会したが、Ａ社Ｂ出張所の

関連資料を既に廃棄しており、これらの事実を確認できる関連資料や証言を得

ることはできなかった。 

また、元上司及び元同僚からも申立人の申立内容を裏付ける関連資料や証言

を得ることはできなかった。 

さらに、社会保険事務所が保管している当該事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者原票を確認したところ、申立人は、申立期間のうち昭和 39 年 11

月 23 日に健康保険任意継続被保険者となっているほか、40 年７月 20 日には申

立人の夫の政府管掌健康保険被扶養者となっていることが確認できる。 

加えて、申立期間に係る当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票に

おいて、申立人の記録は無く、健康保険の整理番号に欠番や乱れも無い。 

その上、申立人に係る雇用保険の資格取得日は、昭和 41 年６月１日となっ

ており、当該記録は厚生年金保険の被保険者記録と一致している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



岩手厚生年金 事案 251 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年４月１日から 32年 10月 24日まで 

私は、昭和 30年４月１日から 35年３月末までＡ事業所Ｂ支所（現在は、Ａ

事業所Ｃ支所）に勤務していたが、社会保険事務所に確認したところ、申立期

間について厚生年金保険の記録が無い旨の回答をもらった。納得がいかないの

で、再調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の勤務実態や厚生年金保険の適用についてＡ事業所Ｃ支所に照会したが、

当時の関係書類が保管されておらず、これらの事実を確認できる関連資料や証

言を得ることができなかった。 

また、社会保険庁の記録ではＡ事業所Ｂ支所は、昭和 53 年９月１日に厚生年

金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は、厚生年金保険の適用事業所

ではないことが確認できるほか、登記事項証明書及び関係者の証言によると、申

立事業所であるＡ事業所Ｂ支所は、申立期間のうち昭和 30 年４月１日から同年

12 月９日まではＤ事業所Ｂ支所という団体であったと推測されるところ、同団

体も適用事業所として見当たらない。 

さらに、申立人は、昭和 32 年 10 月 25 日にＡ事業所において厚生年金保険の

資格を取得しているところ、社会保険庁の記録によると、同法人は、31 年４月

１日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間のうち 30 年４月１日

から 31年３月 31日までは、厚生年金保険の適用事業所ではないことが確認でき

る。 

加えて、申立人は、申立期間当時、上司と２人で勤務したと供述しており、社

会保険事務所が保管している健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿を確認

したところ、当該上司も申立人と同日の昭和 32 年 10 月 25 日に厚生年金保険の

資格を取得している上、申立期間について健康保険の整理番号に欠番や乱れも無

い。 



その上、当該上司は死亡しており、申立期間に、Ａ事業所の本所及び他の支所

において、厚生年金保険の資格を取得している者に聴取したが、申立内容を確認

できる関連資料、証言等を得ることができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岩手厚生年金 事案 252 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45年 10月１日から 46年３月 31日まで 

私は、昭和 45 年 10 月から 46 年３月までＡ社Ｂ部Ｃ課に社員として勤務し

ていた。 

厚生年金保険料を控除されていたことを確認できる資料は無いが、申立期間

について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｄ部Ｅ課が保管している辞令書（写）により、申立人が、昭和 45年 10 月

１日から 46年３月 31日までＡ社Ｂ部Ｃ課に勤務していたことは確認できる。 

しかし、申立人に係る厚生年金保険の適用について、Ａ社Ｄ部Ｅ課に照会した

が、当該事実を確認できる関連資料、証言を得ることはできなかった。 

また、申立人が一緒に働いたとする元上司、社員７人に照会したが、回答があ

った３人からも申立人の勤務実態等について証言を得ることはできなかった。 

さらに、申立人が勤務した当該事業所は、社会保険事務所の記録によると、社

会保険の適用事業所となっていないほか、当時のＢ部の主管課であるＦ課に係る

健康保険厚生年金保険被保険者原票を確認したところ、申立期間において申立人

の記録が無い上、健康保険の整理番号に欠番や乱れも無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料、周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 


